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はじめに

東日本大震災以降、国の政策を含めエネルギーに関する市民の意識やエネルギーを取の

巻く状況は大きく変化した。国においては、平成26年4月に閣議決定されたエネルギー

基本計画を受け、平成27年7月に長期エネルギー需給見通しが取のまとめられた。弐た、

平成 27年7月、わが国の 2030年度の温室効果ガス排出削減目標を 2013年度比で

260%減とする「日本の約束草案」が決定され、この目標を達成するだめの計画として、

平成28年5月吐也球温暖化対策計画」が閤議決定され、再生可能エネルギーの最大限の

導入が盛り込まれた。

平成28年4月からは、電気の小売業への参入が全面自由化され、寡庭や商店も含むす

べての消費者がライフスタイルや価値観に応じた、電力会社や料金メニューやサーピスを

自由に選択できるようにほった。

一方、長崎市としても実効性のある温室効果ガス削減対策が求められている中、再生可

能エネルギーについては、地域の自然的社会的条件に応じた導入拡大は必ずしも円滑に進

んでいない。このため、こうした状況に適切に対処できる、自立分散型・地産地消型の再

生可能エネルギーの普及促進が求められている。

そこで、長崎市地球温暖化対策実行計画協議会(以下、協議会)で策定した「長崎市地

球温暖化対策実行計画」(平成 21年3月策定、平成 29年2月改訂)(以下、実行計

画)における温室効果ガス中期削減戦略及び「重点アクションプログラム」(平成28年

度~平成32年度)に掲げる重点アクションⅡ「再生可能エネルギーの導入促進」を踏ま

えつつ、よの着実に推進するため、「再生可能エネルギー導入促進部会」を協議会内に設

置し、実行計画の中期目標及び長期目標達成に向けた方向性について、平成28年12月

から5回にわたって議論を重ねてきた。この議論の結果に基づき、今後必要と恋る再生可

能エネルギーの導入促進に関する具体的な取組方針等について、本部会からの報告書とし

て取のまとめる。

*エネルギー塞本計画

エネルギー政築の墓本的尿方向性を示すために工

字ルギー政撰摂本法に墓づき政駒が擁定するも

の。東日本大鴛災及び藁京電力揺遜第一原子力発

電所事故を始めとしだ、エネルギーを巡る国内外
の環境の大き恐変化を踏韮え、新だなエネルギー
政築の方向性を示すもの

*日本の約束草案

2020床以降の温室効果ガス削翫に向けだ栽が国

の約栄草案は、エネルギーミックスと堅含的なも

のと巷るよう、技術的制約、コスト而の課題等を
十分に妻慮しだ裏付けのある対築.匪築や技術の

積み上げによる蜜現句能な削翫昌標として、閣内

の排出削滅・吸収靈の珪保により、 2030年度に

2013年度比'260%12005 坪度比'264%1

の水準とした

*喪則エネルギー繩給兇通し

エネルギー基本計函を踏まえ、エネルギー政策

の基本的禎点である、安全性、安定供給、経揖

効率性及び螺境適合について達成茸べき致築目

標を想定した上で、政築の基本的尽方向性に基

づいて施築を謁じたときに実現される将棄の工

ネルギー需給拙迭の見覇してあり、あるべ毒姿

を示ずもの

*申立分散型・地産地消璽

比較的小規模で、かつ様んな地娥に分故してい

るエネルギーの総称であり、礎宋の火規慢.典

中型エネルギーに刈する桐朗的悲概念

*潟室効果ガス

二醋化炭累、メタン、一酸化二窒素、フロン

ガス等(人問活動によって増加)
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臣1^

長崎市では、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に基づき策定した実

行計画において、市域における温室効果ガス排出量の削減囲標を、 2030年度

(平成 42年度)までに、基準年の 2007年度(平成 19年度)比で 43%削減

することとしている(表 1、図 1 参照)。

長崎市全体の温室効果ガス排出量の推移をみると、原子力発電所の停止に伴う

電力使用量当たりの二酸化炭素排出墨を示す排出係数が増加し、温室効果ガス排

出量は増加傾向を示している(図 1 参照)。

この温室効果ガス削減に向けた、対応策となる再生可能エネルギーの導入促進

は、温室効果ガス排出冕の目標達成を左右する重要な要素となっている。

再生可能エネルギーについては、固定価格買取制度(FIT)の開始等により各

電源の導入量を比較すると、太陽光については、飛躍的に導入が加速されている

一方、太陽光以外の電源については、導入が十分進んでいない。

このため、特に太陽光以外の再生可能エネルギーの導入促進を図りつつ、将来

的な固定価格買取制度(FIT)の廃止も視野に入れた、自立的な導入促進を図っ

ていくことが重要である。

弐た、エネルギーシステムの在り方については、電カシステム改革等、電力及

ぴガスの小売全面自由化の中で多様な製品・サービスが登場し、需要家のエネル

ギーの使い方は大きく変化すると考えられることから、自由化の下にあっても、

電力談たはガスの小売事業者と需要家の両者が適切にエネルギーを活用できる環

境整備が必要となの、その研究及ぴ検討が重要となっている。

一方、再生可能エネルギーの利活用については、地域資源を活かしだエネルギ

一活用という面から地域活性化とも密接に関係レている。再生可能エネルギーに

よる地域活性化の具体的な効果としては、事業から得られた収益が地域経済に貢

献、地場産業の安定化及び雇用創出に貢献、地域の知名度向上、視察者や観光客

の交流人口増加、防災等が期待されている。



市滅から排出される温室効果ガスの排出羅
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匿1^

本部会では、背景でみられるように、これまでの再生可能エネルギー導入促進

に関する様勺な状況の変化等を鑑み、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組み、

電カシステム改革に伴う対応、再生可能エネルギーと地域活性化の仕組みづくの

が求められていることから、再生可能エネルギー導入促進に向けて、次の3点に

ついて議論した。

(1)地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入促進

・実行計画及ぴ重点アクションプログラムの達成に向けた、多様な再生可能エネルギ

ーの導入

・再生可能エネルギーの導入に係る長所及ぴ短所に応じた、多様な促進策の検討

(2)エネルギーの地産地消の促進

・温室効果ガス排出靈への排出係数の影響を軽減する方法

・再生可能エネルギー源の地域内循環、有効活用の仕組み

(3)再生可能エネルギーを活かしたエネルギーの地産地消と地域活性化

・再生可能エネルギーを活かした、エネルギーの地産地消による地域の各主体が連携

してすすめる持続可能な地域づくり

3



厘1^
(1)再生可能エネルギーの導入状況

①太陽光

太陽光発電は日本を代表する再生可能エネルギーであり、基本的には設置する地

域に制限がなく、導入Uやすい。システム的に可動部分が少なく、一度設置すると

発電などは自動的に行われ、機器のメンテナンスはほとんど必要とし恋い。屋根、

壁などの未利用スペースに設置できるため、新たに用地を用意する必要が恋い。送

電設備のない遠隔地(山岳部、農地など)の電源として活用することができる。災

害時などには、非常用電源として使うことができる。

長崎市内でも固定価格買取制度(FIT)によの、住宅用及ぴ産業用ともに着実に

導入が進んでいる。特に産業用については、太陽光発電設備(高圧)設置数が飛躍

的に伸びている(図2、 3参照)。

平成 29年4月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法等の一部を改正する法律」(改正 FIT 法)が施行された。これは、平成

24年7月に開始した固定価格買取制度(F1丁)が5年経過し、導入羅は大幅に増

大した一方で、国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルが増加する

等の課題を踏荻え、新しい認定制度を設け、設備認定から事業計画認定とすること

で、事業の適切性や実施可能性をチエックし、責任ある発電事業者として再生可能

エネルギーの長期安定発電を促していく趣旨である。該た、中長期の価格目標や入

札制度を設けることによって、将来の再生可能エネルギーの自立化に向けた仕組み

も構築されている。
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②風力

風のエネルギーを電気エネルギーに変える風力発電の特徴としては、比較的発電

コストが低い、変換効率が良い、夜間も稼働等があり、地域のシンボルとなの地域

おこレ等でも活用されている。

国内外においては、環境面で累積的影響の考慮の必要性等が指摘されているほか、

環境影響や周辺住民との紛争等が顕在化している事例がある。このため、風力発電

導入を推進すべきエリア、環境保全を優先すべきエリア等の設定を行うゾーニング

計画の例(西海市等)も見られるようになってきている。

長崎市における風況予測(図4参照)では、特に発電設備設置に適していると言

われる平均風速6m/S の場所が多く見られる西側海岸(主に外海地域)が立地適

地として判断されることが多く、事業者による事業計画が相次いでいる。しかし、

世界遺産登録を目指す外海地域では、構成資産の視界圏内に入ることで景観を損ね

る恐れがあるため、実際の風力発電の事樂は進んでいない。

一方、長崎市南部においては、事業者による既存の大型風力発電(野母崎)に加

え、一部の地域において、小型風力発電の設置、洋上風力発電の検討力地台荻ってい
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③パイオマス

パイオマスとは、勤植物から生まれた生物資源の総称であの、エネルギーへの利

用に関しては、熱としての利用、電力としての利用、コンポスト等生物生産への利

用等多様な選択肢がある。特に熱利用は、パイオマス資源を直接燃焼し、排熱ボイ

ラから発生する蒸気を利用したの、バイオマス資源を発酵させて発生したメタンガ

スを都市ガスの代わのに燃焼して利用レだのすること等をいう。資源の有効活用、

焼却時の排熱利用、生物系廃棄物の削減に寄与する等、循環型社会を形成していく

上で、様勺なメリットをもたらす。

日本の森林は、山村における林業生産活動を通じ、住民への木材・木材製品の供

給源と恋るとともに、かつては、山村の住民にとって薪や木炭等の燃料の供給源で

もあった。こうした燃料の利用は少恋くなり、山には間伐枋・林地残材が残される

状況が続いてきたが、近年、木質パイオマスが再生可能エネルギーのーつとして再

び注目されている。国内では特に平成 24年7月から再生可能エネルギーの固定価

格買取制度(FIT)が導入され、間伐材・林地残材等由来の木質パイオマスの利用

最が増加するとともに、木質バイオマス発電施設等も増加し、地域の雇用にもつな

がっている。

廃棄物系資源に関しては、日本で排出される産業廃棄物(年間約 4 億t)の 2

割弱(約 7,500 万 t)が下水汚泥によるものと言われている。下水汚泥は生活上、

必ず発生するものである。しかし、見方を変えれぱ、安定供給が可能とも言え、バ

イオマス分野の有望なエネルギー源として逹目されている。下水汚泥については、

処理場に集積されているので、収集・運搬システムを新設する必要がなく、他のパ

イオマスに比べて利用しやすい資源とも言える。水分を大量に含んでいる点では利

用のしにくさがあるが、乾燥することができれぱ、ごみ同等の熱エネルギーとして

利用できる可能性がある。

長崎市においては、各資源の一部は堆肥等にしている(図5参照)。推計表2か

ら、賦存量は「廃棄物系資源」である建築廃材が、有効利用可能靈は家庭系厨芥類

(生ごみ)が占める割合が大きい(図6参照)。なお、平成 28年度以降、グリ

ンヨンポスト事業(脱水汚泥、剪定樹木、学校給食残澄等の堆肥化)は費用対効果

等の観点から廃止している。また、産業廃棄物処理業者によると、ほとんどの木材

チップは県外に搬出されている(表3参照)。

一部、木材チップの搬出先が長崎県となっているが、長崎県内で利用されること

はほとんど恋く、多くは再度処理され、最終的には県外の製紙事業者やセメント事

業者等に搬出されている。

廃棄物処理施設(西工場、東工場)については、ごみ焼却熱により発生させた蒸

気を利用した発電等を行っている。下水汚泥については、減容化とメタンガス等の

エネルギー回収を目的に下水汚泥の消化を検討している。

バイオマスエネルギー利用は未だ十分に活用されておらず、今後の利活用に残さ

れた余地が大きい。
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表2 長崎市におけるバイオマス賦存靈及ぴ有効利用可能量の推計(参考 NEDO)
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5,056

46,004

346

896

703

フフ

6,643

643

3,842

25

193
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④海洋エネルギー

海洋エネルギー(海洋温度差、波力、潮力、海流等)発電技術については欧米を

中心として活発恋技術開発が行われており、地球温暖化対策としてその技術が再度

見直されている段階であるとともに、今後の市場の拡大が期待される。

海洋・環境産業モデルの実現と地域経済の活性化を目指し長崎県および長崎市、

佐世保市、西海市により共同提案された「姦がさき海洋・環境産業拠点特区」が、

平成25年2月、内閣府から地域活性化総合特区に指定された。

この特区指定の下、長崎県が海洋再生可能エネルギー実証フィールドとして県内

3 海域(五島市椛島沖[浮体式洋上風力]、五島市久賀島沖[潮流]、西海市江島.平

島沖[潮流D が選定された。特に五島市樺島沖では、平成 22年度から平成 27年

度まで、「洋上風力発電実証事業」として、わが国初となるフルスケール(2M

VV)の浮体式洋上風力発電実証機の建造・運転・環境影響評価等を実施した。

このように、長崎県では、産業振興の重点施策として、海洋エネルギー関連産業

の拠点形成をめざした取の組みが積極的に展開されている。

これら一連の産業施策に呼応する形で、平成26年3月、海洋再生可能エネルギ

ーを柱とする新だ恋海洋産業分野への県内事業者の積極的かつ主体的な参入を図る

ため、地元産業界の有志により「長崎海洋産業クラスター形成推進協議会」が設立

された。地場企業向けに新規参入を促すセミナーを実施し、積極的に技術開発に取

組む企業が増えている。荻た、大学生や高校生を先進地である英国スコットランド

へ派遣しておの、人材育成に力を注いでいる。

長崎市においては、海洋再生エネルギー産業集積推進補助金として、研修の受講

及び資格の取得(人材育成事業)に係る経費の一部を補助している。

以上、再生可能エネルギーの長崎市内の導入状況について述べてきたが、国内での割

合は、平成 22年度までは 10%程度で推移していた。平成 24年度からスタートしだ

固定価格買取制度(FIT)によって、太陽光を中1山に導入が進んだ結果、平成 27年度

の国内の全発電量(自家発電を含む)に占める再生司能エネルギー(大規模水力を含

む)の割合は 145%程度と恋っている。また、九州電力管内における再生可能エネル

ギーの割合は 18%程度と恋っている。

次に、長崎市における再生可能エネルギーの種類毎の現状について、表4にまとめた。

太陽光については、既に九州電力の接続可能量を超過するほど導入が進んでいる。風力

については、小型風力や洋上風力 G毎洋エネルギー含む)に可能性がある。

パイオマスについては、一部の資源について、賦存量や利用可能羅が見られる。特に

産業廃棄物の木材チップについては、大部分が県外に搬出されているため、その一部で

も市内で循環することができれぱ、長崎市におけるパイオマスの利用の可能性が考えら

れる。廃棄物処理施設においては、ごみ焼却に伴う余熱等、パイオマス熱についても利

用価値がある。

よって、太陽光以外の再生可能エネルギーは、種類にょっては潜在的な可含副生が残さ

れており、今後の導入の可能性は大きいものと者えられる(表4参θ系)。
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表4 長崎市における再生可能エネルギーの現状まとめ

、種類

①太陽光

(産業用)

づ

U (住宅用)

②風力(大型)

り(小型)

、、、

◎ながさきソーラー

ネット〔メガ)三京

発電所、屋根貸し等

0住宅に多数設置

現状

③バイオマス

(メタン発酵)

ガ(木質)

ガ(農林業)

り(建設廃材)

U (廃棄物)

0野母崎

△野母崎、木鉢

開発ボテシ、シヤゾレ

10

△既に九州電力接続

可能墨を超過

△下水処理場

④海洋エネルギー

、、

0新築住宅等

△未確認

水力、地熱

0洋上風力も可能性

あり

0他にも適地がある

可能性あの

◎西工場、東工場

△未確認

0下水汚泥

Xなし

△末確認

◎東工場更新

△未確認

Xなし'
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(2)エネルギーの地産地消を取り巻く状況

国においては、平成 12年以降、電力小売について段階的に自由化を進めてきた。

平成28年4月からは、一般家庭や事務所等も含め、全面的に自由化された。これに

よの、一般家庭を含む全ての需要家が再生可能エネルギーに特化した電力会社を選べ

る等、多様な選択が可能となっだ(図7参9累)。平成 29年7月末現在、登録小売電

気事業者は全国で約 400社あり、最大需要電力の見込みが 1 万 kvV を下回る小規模

事業者が全体の 6 割を占める。まだ、本社所在地は 4 割が東京であるが、九州に本

社を置く事業者も約1割存在する。平成 28年12月末時点での他社への契約先の切

替え(スイッチング)の件数は全体の約 4.1%(九州は約 23%)となっている(経

済産業省電力・ガス取引監視等委員会資料による)。

長崎市においても、長崎県内で発電した再生可能エネルギーを主な電源とレ、地域

の需要家に電力を提供する事業者等も存在する。

一方、電力の小売全面自由化に合わせて、これ談でのエネルギー創出だけで恋く自

ら電気を供給することを目的に、全国で自治体による地域エネルギー会社の設立が相

次いでいる。自治体が地域エネルギー会社に出資などを行い、平成 29 邱4月時点で

小売電気事業者へ登録済の事業者は 23 社となっている(表5参照)。また、池域工

ネルギー会社に出資はしていなくとも設立に関与している事例もある。さらに、これ

らの自治体以外にも、全国の様長な自治体で地域エネルギー会社の設立に向けた検討

が現在進められている。太陽光発電や廃棄物発電等の再生可能エネルギーをべース電

源としており、付加サービス等において先進的な自治体を表6にまとめた。

また、ガスの小売全面自由化において、都市ガスの供給については、これまで都市

ガス会社が独占的に供給してきたが、平成 7年から大口を対象としだ部分自由化を

開始した。平成 29年4月からは寡庭も含む全ての都市ガスの利用者が供給元を選べ

るようになっている。

之000年3月

電力小売費由化スタート1
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図7 電力の小売自由化の歴史(資源エネルギー庁)
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都省府県

表5 電力小売事業に参画する自治体(参考経済産業省資源エネルギー庁)

東京都

大阪府

東京二十三区清

掃一部事務組合
6青掃ーキ)

市六ど

岡山県

岩手県

泉佐野市

福岡県武

真庭市

福岡県

北上市

東京エコサービス閥

庵取県

北九州市

(-Rお泉佐野電力

鹿児島県

みやま市

名称

十、〕Jリ、、

真庭バイオエネルギー閥

鳥取県

嘉取市ジ

、、ノ。4、

合同会社北上新電力

日置市

、、ノ、

脚1"九州パウ辻

静岡県

米子市

山形県

一般{庭

中之条町

側とうと匂市戻電力

、、、

宮城県

予定なし

浜松市

ひおき地域エネルギー閥

岩手県

予定あの

ローカルエナジー欄

東京23区

(区立施設等)

奈良県

1白供可倉"池域

東松島市

予定なし

こミニ

、、

総中之、条パワー

群馬県

宮古市

予定なし

大阪府

閥浜松新電力

鹿児島県

生駒市

予定なUゞ

岡山県

株式会社やまがた新電力

鳥取県

太田市

閏^'

開始済、
Wン三1

、、、く

(一社)東松島みらいとし機構

滋賀県

行政出'率

開4合済

いちき串木野市

、/g

宮古新電力閥

'、、、、己 J

干葉県

九j峨
ン

日し.

南部町

開始済

入五

いこま電力閥

王'ノノ、、.ゴ、

598%

、、

島根県

湖南市

予定恋し

鳥取県
1:゛

掬おおた電力

千葉県

666%

日置市
児県を中心に全国

睦沢町

J '゜"'L

開始済

掬いちき串木野電力

、予

熊本県

奥出雲町

未定

島イ

米子市

12%

南部だんだんエナジー憐

※経済産業省資源エネルギー庁の小売電気事業者登録順

※は、次ページ表6に詳細を掲載(付加サービス等が特徴)

成田市

香取市

<〕・

予定惹し

中之条吻
、、

,

こ恋んウルトラパウー鵬

24と17%

0%

、^ノ^ 1

小国町

ν丈.、

予定あり

浜松市

〒=、、、

側CHIBAむつざわエナジー

未定

山形県

55%

奥出雲電力閥

ν、、

未定

宮城県

10%

掬成田香取エネルギー

予定恋し

宮古市

42%

ネイチャーエナジー小国観

開始済

関西エリア

10%

未定

太田市

60%

833%

予定なし

九州エリア

33,4%

開始済

中国工りア

運営費補助

予定なし

湖南市

予定なし

千葉県

0%

未定

中国エリア

51%

成田市・香取市

0%

九州エリア

51%

41%

3667%

55.5%

87%
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表6 各自治体における地域エネルギー会社の比較

゛Υ 0、4,、ハ'、>、ノ、ー゛、q÷北,,,_、,'ー.、,ゞ、'0し'.'1'ヘ,、ぐ、ーーー'ノーグゞ;、,、,一ν、、ζ,ーム、ヘ,,',ムヘヘ'、、」,ム,ー゛,、、、!,ニ、、上,ケノ,,●1'、゛ダ'CL,'、、, t,1 'ヅ.、,'J 、 1、γシ'ノニ,.、 C

設立趣旨

供給側
(ベース電源、
バッウアップ電源
含む)

・豊欝な自然隻源を活かした、
再生可能エネルギ」による電
源整備(「再生可能エネルギー
のまち中之擬」寅哲巻採机」)

発電電力

将来計画

(電源碇保)

・町営太陽光発電所(2ケ所)
・町有地に民間の太陽光発電
施設誘致aケ所)

・買取電源(旧Ⅸ)

鮒ⅦW

・太陽光発電所の増設

・水力発電

・木質バイオマス

需給網整業務

・エネルギーの地産地消の推進
・地域内資金循環
・エネルギー産業功ビジネス展開

需饗側
6肖費者)

一般家庭拘け
電力供給

事業の特徹

バランシンググループ

(湘V・R)ve)

岡内公共施設(30ケ所)

・市営太陽光発電所
・貿取電源(伊諌忠エネクス、
旧列中国電力)

馴χ潭゛N

・太陽光発電所

(2M゛厳、舶16年11月)
・小水力発電所

・パイオマス発電所

バランシンググループ

(伊藤忠エネウス糾)

市有施設(市立小中学校や市民
会館等75施設)

Z)1畔7月から申込受付

・自治体が抱える課題を「公共
エネルギーサービス供給」1こよ
り解決

・自治体関与による地域経済の
活性化

・市有の太陽光発電所
・家庭の太隅光余剰電力買取り
・買取電源(〕ヨχ九州電力他)

業1→EMSO・brme6亨ゾM討跨印智北易賦0Υ1)住宅広のエネルギーを管理寸るシステムのこと

. 当治体中心の新電力として全
国初
"巳ⅦS#を活用した家庭向け工
ネルギーマネージメントシステ
ムの捉供

■

5aYIVV

・周辺自治体との連携
(鹿児島県肝付町)

今後予定

・安定・安価な電力供絵による市
内産業の下支え

・低炭素社会の実現
・エネルギーマネージメントに駕す
るビジネス機会の創出

・廃棄物発電施設(2工場)
・買取電源(凋コX)

・地城電源開発支援やコンサル
ティングを撞う「とっとり環境エネ
ルギーアライアンス」の立ち上げ
(市と民問企業で2015年12月
出資)

自前で実施

・市内の公共坂設(36施設)
・民間施設a8ケ・所)
・一般家庭(約鼠D世帯)

゛十イゴ北゛゛j

ノ■ノ^^

^^ノ,

卦ιW

201鉾4月1田から契約開始

・廃棄物発電施設1工場追加
・パイオマス混焼火力発電所
・風力発電所

゛^.゛▲

ソーラー施'、*ぢ
゛",と゜、七非>

Q>10、,ニ゛゛J胤宇,゛τ
ノ、〕ノ^ノ

. HevlSを市内約2千世帯に取り
付け

水道料金との「セット割」
ポイント付与でWEBショyピングで
の地羌商店街等の利用
高齢考の見守りサービス等

.

パランシンググループ

(繍FFO'旧')

・市内の公共施設
,市内の中小企業

.

.

送配電網

予定無し

巽

・田こ頼らない安定鍛源(廃棄
物発電)の確保

・営業活動や需給予測等は自前
で実施

・スマートコミュニティの実証で
培ったエネマネ技術を実装

辻玉9ノ{ゞ一气、

凡ナ〕Jιト'二乎゛,}ノ〕弌=ノ

1コK『,J゛>

公壮施設寺●

IC、゛,

^、J{゛^コ^ノ

.一■0}",ー,1゛

悲

JEPX等

図8 地滅エネルギー事業のモデルイメ

北町

(1^作成)
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(3)再生可能エネルギーを活かしたエネルギーの地産地消と地域活性化の状況

国においては、自治体主導による地域資源の有効活用や、地域のエネルギー関連産

業の発展等を通じて地域経済の活性化に貢献するといった、再生可能エネルギー等を

活用する自立・分散型エネルギーシステムの構築に対して、支援が行われている。

例えぱ総務省では、経済産業省資源エネルギー庁や農林水産省林野庁、環境省等の

関係省庁と共同して「分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定

事業」を実施している。薮た、環境省においては「再生可能エネルギー等導入推進基

金事業(グリーンニューディール基金)」を設け、自治体が主導と恋って進める災害

に強い自立・分散型のエネルギーシステムの導入を支援してきた。なお、長崎市では

本補助金を活用し、防災拠点となる公共施設に太陽光発電設備及び蓄電池を9ケ所で

導入している。

地鐵エネルギーの推進において、北九州市は、培っだスマートコミユニティをサー

ビス化して提供することが必要と考え、事業者とともに低炭累で安定・安価なエネル

ギーを地域に供給する、いわゆる「エネルギーの地産地消」を可能とする地域エネル

ギー事業を行っている。

また、一般社団法人徳島地域エネルギーは地域で統合的に再生可能エネルギー事業

を行う地域アライアンス(同盟)の構築を目指している。

長崎市においては、平成 23年11月に東長崎エコタウン構想(図9参照)の実現

に向けて発足された産学官と地域住民で構成される東長崎エコタウン協議会がある。

東長崎エコタウン協議会は、長崎県内の産官学が有する環境・エネルギー関連技術と

東長崎地区のインフラボテンシャルの活用に取り組み始めているが、曼現化に向けて

は課題が多い。また、会員相互が連携を図の、地域特性にあった再生可能エネルギー

や電気自動車の普及、スマートグリッドシステムの構築を東長崎地区に先導的に誘導

し、持続可能恋社会の実現、安全・安心・快適な町づくりを目的とし、地方創生に貢

献するため、会員が連携レて行う再生可能エネルギー導入促進事業の調査・研究・実

証の支援を理想としておの、様勾なプロジェクトに取の組んでいる。

*自立・分散型エネルギーシスデ△

地域の特徴を踏韮えた多様なエネルギー供蛤力

を組み含わせ、比較的小規摸かつ様ん恐地域に

分散している電気や熱エネルギー等吾供給する
ことで、りスク分散や COP排出削減を園ろうと

すること,

図9 東長崎エコタウン構想
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*スマートコミユニティ

様R忍需要寡が捗加する一定規模のコミユニティの中で、再生可能

エネルギー等の分散型エネルギーを用いつつ、10T等の技術を活用

しだエネルギーマネジメントシスデムを通じて、地厩におけるエネ

ルギー需給を器合的に暫理し、エネルギーの利活用を最適化すると

ともに、他の生活支握サーピスも取の込んだ新だ及粧会システム
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(現地調査:平成 29年7月10日~7月12日部会長及び事務局)

※一般社団法人徳島地域エネルギー

平成 24年3月1恵島市において設立された、再生可能エネルギーを社会へ普及させ

るためのコーディネート等を担う一般社団法人であり、再生可能エネルギーの事業家

を支援する法人格を持つ団体として設立された。

市民の寄付金を原資の一部として太陽光発電所を建設し、その売電益を地域と寄付

者に還元する再生可能エネルギー普及の新たなモデルを作った。市民の寄付に対して

地域の特産物で還元する等ユニークな取組みである。再生可能エネルギーによる地域

活性化への貢献が期待できる取組みとして評価されている。

荻た、現在は特に木質バイオマスを使った熱利用を推進しておの、ボイラ設置の推

進とともに熱利用墨の簡易診断(シミユレーション)等を行っている。熱利用は、石

炭や天然ガスとは違い C02排出羅を劇的に.減らすことができ、原料となるチップや

ペレット、薪等は地元から調達が可能で、吐也球温暖化問題」やけ也域経済の循環」

に大変効果がある。荻た、地域、事業者で木質バイオマスを荻か恋えるアライアンス

(伺盟)の結成を目指しておの、メリットとりスクヘッジを経済的、物理的葱観点か

ら検討している。木質パイオマスの主体となるステークホルダー(利害関係者)の体

制づくりや人づくりが重要と考えている(図 10 参,系)。これら、同法人においては、

再生可能エネルギーの開発からその利用、地域活性化に至るまでの事業創出に係る

様ん恋ノウハウを蓄積している。

木質バイオマス地域アライアンス(同盟)

、匝回、
キ

*吋..

50km圏内

巨亟回

燃刈供給

、

、辻忠'

麗業用ハウス

『."^〕

宝゛= 1

概ね50km圏内の
地域の人、企業で

木質バイオマスの

すべてをまかなえる

アライアンス(同盟)

を結成する

福祉施設

木質バイオマスには

'チップ製造(川上)から
消費(川下)までの
バランスよい発展が

必要

ー"ー」、
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4 今後の方向性

(1)地域特性に応じた再生可能エネルギーの導入促進

「平和都市」長崎から、より安全で、クリーンなエネルギーである再生可能

エネルギーの普及・拡大を進め、多様恋エネルギーを活用するため、行政が主

体的に太陽光以外の再生可能エネルギー(特にパイオマス)の賦存量調査や利

用可能性調査等の実施を検討し、関係団体や事業者等との情報共有、連携・支

援を図ることが求められる。

①太陽光について

これ薮では、太陽光単体としてその売電鐙を最大化する傾向恒あったが、 E>・

PH>や蓄電池等とも連携したシステムを実現する等、今後は、自家消費モデルを拡

大することによの自立的な電源を増やしていくことが課題である。

特に今後は、家庭用の太陽光発電設備において、固定価格での買取が終了する電源

が出始める重要な契機であり、適切恋環境整備等によの、自立的恋太陽光発電の導入

拡大を図る必要がある。また、その実現に当たっては、太陽光発電設備の新たな導入

促進策に併せて、防災の観点からも、市民・事業者・行政において蓄電池(電気自動

車含む)の活用が求められる。

②風力について

長崎市の一部では風況の良さ等から風力発電事業(陸上及び洋上)の適地として発

電事樂者から注目されているところである。再生可能エネルギーを活用した事業者に

よる発電事業等の実施を地域振興につ恋げる取組みを推進するとともに、無秩序な開

発を防止し、市民生活や地域経済活動への悪影響を回避する必要がある。

適地調査及びゾーニングにあだっては、環境情報の亜ね合わせを行い、関係者によ

る調整の基でエリアを設定するもので、これによの地域の理解促進及び紛争予防、風

力発電等の円滑恋導入に資するものと恋るため、長崎市において検討が求められる。

③バイオマスについて

パイオマスについては、長崎市において今後利活用を進めていくための潜在的恋可

能性が大きいことから、具体化のための検討を一層加速していく必要がある。一般に、

多くのパイオマス資源は分散的に賦存しており、その回収から変換加工、更に利用に

至る仕組みを作の上げるだめには多様恋関係者の参画と連携の構築が必要とされる。

例えぱ、木質チップの熱利用による低炭素なエネルギーの地産地消を実現するため

には、 3つの基本的課題として、「燃料と恋る木質チップの持続的・安定的な供給の

確保」、「木質チップを熱に変換するボイラ設備及ぴ導熱・給熱設備等の効率化及び

エネルギー消費の効率化による環境への適合」、並びに「エネルギー資源の供給者、

エネルギーの変換者、エネルギーの需要者等関係者らの利益が十分に確保される市場

原理の活用」が考えられる。そして、この基本的課題の上に「産業・民生分野での熱

エネルギーの利用」という上流から下流に至る多様な主体の持つ役割機能の有機的つ

ながの(地域アライアンス)が構築される。そのため、参画する各主体に必要とされ

る役割と責任、コストと得られるメリット等を共有しながら地域での協力関係の仕組
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みを構築していく必要がある。

一方、下水汚泥に関しては、集中的に存在しておの、利活用はより容易である。長

崎市では、下水汚泥の減容化及ぴメタンガス等のエネルギー回収を目的に下水汚泥の

消化を検討している。消化を効率的に促進するためには消化タンクを加温する必要が

あの、その熱源として廃棄物処理場からの余熱を利用することで使用電力羅を削減で

きる。まだ、消化タンクから発生したメタンガスを利用して発電を行い場内及び場外

利用することができるため、施設管理者である長崎市は様Rな側面から主体的に検討

し、利活用を推進する必要がある。

地鐵の潜在的未利用資源を再びエネルギー供給源とレて見直し、地域内で完結する

比較的小規模で、地域の維持・活性化につながる低コストのエネルギー利用をどのよ

うに進めていくか産学官民連携のもと、更に検討する必要がある。

④海洋エネルギーについて

本県産学官である、長崎県と長崎市、五島市などの 5 市町、長崎大学、長崎総合

科学大学、 NP0法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会惹どで「海洋再生可能

エネルギー普及啓発事業実行委員会」を発足させ、海洋エネルギー関連産業への若者

の関脚を高めるため、体験型講座や先進地派遣恋どの事業を展開し人材育成を図って

いる。今後とも人材育成に力を注ぎ、県内で広く展開できるように指導者育成や指導

マニユアルづくりも進める必要がある。

海洋エネルギーの開発が活発になっても、地場企業が参入し恋けれぱ地元に貢献で

き恋いだめ、地場企業が技術力を高めることで、県内での発電所の建設も活発化する

という好循環が生まれる。

子どもの関心が海そのものから、海洋エネルギー技術へと広がるように継続的に啓

発し、最終的に地元企業で活躍する人が出てくることが求められている。地域の漁協

やNP0とも連携していく必要がある。

⑤その他(ながさきソーラーネットプロジェクトの推進について)

長崎市では、再生可能エネルギーの利活用拡大のため、「蕨がさきソーラーネット

プロジェクト」を掲げ、市民・事業者・行政が連携(ネット)する取組みを進めてき

た。その中でも、事業者が参加する取組みとして、事業者へ公共施設の屋根等を提供

し、太陽光発電事業を実施することで再生可能エネルギーの導入促進を図ってきた。

今後も、公共施設の屋根や土地等を提供し、太陽光発電を始め再生可能エネルギーの

導入促進を図っていくべきである。一般家庭の屋根等を借のて、初期費用を抑えられ

るような再生可能エネルギー導入促進について、関係機関と連携した仕組みづくり等

の検討も必要である。

また、市民・事業者・行政がそれぞれの役割分担のうえ、再生可能エネルギーを開

発する仕組みや、その成果をながさきエコライフ基金として市民還元する仕組みなど、

ながさきソーラーネットプロジェクトでこれまで市が培ったノウハウを、今後導入を

促進する他の再生可能エネルギーにも活かすことが重要である。
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(2)再生可能エネルギーを活かしたエネルギーの地産地消の仕組みづくの

廃棄物発電施設やメガソーラー施設等、安定かつ良質な再生可能エネルギー

を市が自ら所有していることから(表8参照)、長崎市が関与する地域エネル

ギー事業の新たな展開を検討すべき段階にある。

・地域エネルギー事業の必要性及び果だすべき役割機能

・事業性の詳細検討

・事業主体

エネルギーの地産地消の実現は、地域コミユニティの維持・活性化あるいは自治体

の今後の経営にとっても重要な課題のーつである。特に自治体がエネルギー事業の自

由化の環境の中で、電力小売事業に参画することは、自立分散型エネルギーの仕組み

への変換を通して、安価恋電力の地域への供給、地域資源の循環、災害時対策等様勺

恋効果につ恋がる可台自注がある。

参考までに下表7では、地域エネルギー会社設立のメリットや期待される効果が示

されている。

表7 自治体による地域エネルギー会社設立のメリット・効果

安価な電力供給

工才、ルギーの地産地消

1 低炭素牡会の推進

地域内資金循環

雇用創出,産業掘奥

防災拠点づくり

信加サーピスの提供

需妾側の管理

(エ^成)

18

゛

従来よりも安価な電力の販売在域内の需要者に届けることが期待され、地域産業の下支えとなる。

地域童源を活用した黒ネルギーを地域で利用することで、資源の有効活用や送電ロスの低滅に
つながる

再生可能エネルギーを電源として取り入れることで、温室効果ガスの排出削減に買献することがで
きる。

来C岐MS((辻竹ⅧrRwe'旧口YMaまK脚"r印ヒ易慰凹訂):地域における電力の需更・供給を統合的に管理するシ人テムの」と

0

地元で買電・売電寸ることにより、地域でお金を循環する仕組みを構築することができる。

エネルギー会社設立に伴う地元雇用機会の創出や、閔連産業の活性化が期持される。

災害時の電力確保による電気供給りスクの分散をする二とができる。

公共交通等の他の行政サ」ピスや異業種・民問等のサービスを付加的に提供す熱販売、水道事業、
(伊」:高齢者見守りサービスや買い物サービス等)ることができる。

需饗側のエネルギーマネージメントサービス捉世により省エネを促進することができる。
(例:C三VI゛による地域電力の需給調整)

また、長崎市においては、再生可能エネルギーの地産地消を図るため、新電力の導入

可能性について調査・検討を行う自的で新電力導入検討プロジェクトを設置し、平成

29年2月2日に脱北九州パワ一の視察を行うなど調査・研究を進めている。
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4

発電設備出力

燃料

適用される制度

表8 長崎市における公共施設発電設備

単価(税抜)

西工協

司燃ごみ

年間発電電力量

520o kvv

FIT (20年)
余剰売電

年問売電電力量

年間売電収入額(税込)

バ材双分1700円/kvvh
非バイオマス分5.10円ノkvvh

賄える世帯数(発電分)

賄える世帯数(売電分)

30369ρookvvh
G是案 H29葬度)

東工場

更に、長崎市においては、環境省が実施する調査事樂として、「平成 29年度長崎市

における廃棄物発電のネットワーク化に関する実現可能性調査委託業務」への協力を行

つている。本事業は、長崎市の 2 つの廃棄物処理施設(西工湯、東工場)と市有の太陽

光発電施設により電力に関するネットワークを構築し、その余剰電力を長崎市の公共施

設等に供給する地域エネルギー事業の電力需給管理について検証すること、及び市域に

おける C02削減効果の最大化を念頭にした地域エネルギー事業のスキームのあの方や

事業性評価等について検討・評価を行うことを目的としたものである(図 11 参照)。

長崎市では、この結果を参考に、地域エネルギー事業に一定の事業性が確保されると

の見通しがついた場合は、公共施設の発電電力を公共施設に供給する地域エネルギー事

業の実現について積極的に検討していくこととしている。本部会はこの調査事業を踏弐

えた臭体的な地域エネルギー事業の推進に大きく期待しているが、事業の具体化に向け

ては、事業実施に向けての問題点及ぴ二酸化炭素削減効果を含めた多岐にわだるメリッ

トを比較検討整理し、それらを基に今後のエネルギー地産地消のあるべき姿を深く議論

するための多様尿主体が参画する場を設けて、市民の理解を深めながら進めていくこと
送配電網が必要である。

可燃ごみ

2,ooo kvv

20,132,ooo kvvh

G足案 H29底度)

平均260ρ00000円

(運営朋問15年間の平均)

旧RPSを準用

余剰売電

夏季昼間
その他季昼間
夜間

およそ8,440世帯

三京メガソーラー

およそ5590世帯

12.40円/kwh
11.70円ノkvvh
950円ノkvvh

13ρ89740kvvh
(H28年度実績)

太陽光

1,155 k゛/

4627,656 kvvh

(H28年度実績)

FIT (20年)
全羅売電

ほか公共施設51箇所

52.048835円

(H28年度実績)

およそ3640世帯

およそ1290世帯

36円永Vvh

太陽光

630 kvv

FIT (20年)
全羅売電 5箇所

余剰売電13箇所
自家消費33箇所

1246,ooo kvvb
(H28年度実績)

1246.ooo kvvh

(H28年度実績)

48,444,476円

(H28邱度実績)

およそ350世帯

およそ350世帯

フ72264 kvvh

"●、,◆一'子力

真工場^1
/U]' y

戸.
論一、,

市有のメガ号1,'
ソーラー施・゜'

ー゛ノノタ、,J,_、グ、

およそ180世帯

およそ180世曙

市有施設の小規模
太陽光発電設備
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(3)再生可能エネルギーを活かしたエネルギーの地産地消と地域活性化

再生可能エネルギーを活用した取組は様凡な形で地域活性化に資するもので

あり、経済の活性化、観光・視察による交流人口の増加等が期待される。経済

の活性化として、事業から得られた収益は、地域経済に貢献するものであり、

基金等として活用が期待される。例えぱ、更なる再生可能エネルギー等への投

資等、持続可能な地域づくののための活性化策の検討に取の組むことが求めら

れる。

総務省「分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業」の下

で、自治体が主導し、需要家、地域エネルギー会社及び金磯機関等と連携したバイオ

マス、風力、廃棄物等の地域資源を活用した地域エネルギー事業の立上げが推進され

ているため、検討が求められる。そのため、地域で十分に活用されていない再生可能

エネルギー等の資源を徹底的に活用することで、低炭素で災害にも強い地域づくりを

進めることが必要である。

談た、廃棄物処理施設から恒常的に排出

される熱を、発電に供するのみ恋らず、再

生可能エネルギーとして地域の需要施設に

供給し、化石燃料の使用量を削減すること

により、地域の低炭素化を図る動きがある。

この取組を通じて、地域の活性化及び雇用

の創出にも繋がの、処理施設からの未利用

エネルギーの活用を図る動きもある。

なお、長崎市では廃棄物処理施設におい

て、ごみ焼却熱によの発生させた蒸気を利

用し発電等を行っているが、余熱について

は十分に活用されていない。今後、施設の

余剰蒸気を熱交換して発生させだ温水を熱

源として、特に西工場に関しては、隣接し

ている下水道処理施設で下水汚泥の消化反

応促進に活用する等未利用エネルギーの活

用も検討すべきである(図 12参θ系)。
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図 12 廃棄物処理施設の余熱等を利用した

地域低炭素化モデル事業(環境省)
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これからは、地域で太陽光や風力など再生可能エネルギーを最大限活用する一方で、

エネルギーの消費を最小限に抑えていく仕組みが必要である。省エネルギーは、エネ

ルギー安定供給確保と地球温暖化防止の両面の意義をもっている。エネルギー安定供

給確保については、エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている日本にとって最重

要課題のひとつである。また、地球温暖化防止については、温室効果ガスの大部分を

占めるエネルギー起源の二酸化炭素排出削減へ向けて、省エネルギーへの必要性がー

層高ぎっている。地球温暖化にストップをかけるためには、一人ひとのが問題意識を

持ち、日凡の生活で省エネルギーを実行することが大切である。一人では効果が少な

いように思えるが、多くの世帯で省エネルギーを実行すれぱ、大きな成果が得られる。

それを実現するのが家庭やビル、交通システムをネットワークでつなげ、地域で工

ネルギーを有効活用する次世代の社会システム、スマートニミュニティである(図

13 参照)。スマートコミユニティでは電力の需要と供給をコントロールし、無駄な

く安定した電力の活用を可能にしていく。我慢の省エネから、エネルギーの見える化

にょる気づく省エネへ変えていかなけれぱ恋らない。エリア間でエネルギーを融通し

合って効率的に使い、電力だけで坂く、地域内のさまざまなエネルギーを利用する。

工場や発電所の排熱は冷暖房等、車は電気の貯蔵庫としても機能することができる。

今後は、東長崎エコタウン構想においても、前述のように廃棄物処理施設を中心と

した地域エネルギーセンターの整備及び適切恋連携の検討を進めていくべきである。

東長崎エコタウンを活用したモデルを参考とし、具体的な地域形成につなげ、他地域

への展開を図ることで、面的に再生可能エネルギーを利用し、地域の特性に応じた効

率的なエネルギーの利用を図ることが必要である。

スマートコミュニティのイメージ

図 13 スマートコミユニティのイメージ(経済産業省)
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匿1^

実行計画及び重点アクションプログラムに基づき、再生可能エネルギーの導

入促進、地域エネルギー事業の創設について議論した。そしてそれらの推進は

地域の発展や活性化においてきわめて重要性の高いものであることが確認でき

た。

再生可能エネルギーの普及においては、特にバイオマスの利活用に重点を置

いて、市民の広い理解を得ながら、進めていく必要がある。その際、パイオマ

スの供給体制と利用者のバランスを確保できるような仕組みの構築が重要な課

題であることが指摘された。この仕組みの構築のためには、市民の広い理解が

必要であり、行政、あるいは企業のイニシアチブだけでは限界がある。 NPO

等非経済的な社会価値を支える市民社会との連携が必要である。そのような組

織を核として、地域での需要と供給を一貫した仕組み(アライアンス)を構築

することが必要と恋る。その組織は地域における経済的な循環を拡大し、さら

に、エネルギー設備の導入やそこから供給されるエネルギーの利用のみならず、

地域の強固恋ネットワーク構築のための核となの、他の地域社会の課題の解決

や地域メリットの創出に新たな可能性を提供することが期待される。

地域エネルギー事業の創設に当たっては、エネルギー市場の自由化等急、激に

変化するエネルギー需給環境に対応し、高齢化過疎化のなかで急増する行政二

ーズに.対応するための地域経営という視点から検討レていくことが必要である。

地域の資源を地方の為に活かすという視点から地域エネルギー事業のもつ多様

なメリットと一方の問題点とを整理し、それらを基に今後のエネルギーのある

ぺき姿を深く議論するための多様な主体が参画する場を設けて、市民の理解を

深めながら進めていくことが必要である。

そのためには長崎市が中1山と恋り、恋がさきの特性を活かした再生可能エネ

ルギーの利活用促進について、関係団体や事業者等との情報共有、連携を図る

とともに、市民・事業者・行政が一体となった、ながさきエコライフの取組み

や国民運動「COOL CHOICE」を推進する恋ど、総合的かつ計画的な持続可能

で低炭素恋地域づくりを進めていただきたい。
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地産地消
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再生可能エネルギーと
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部会員

阜瀬会長

(長崎大学)

報告書まとめ

第1 回再生可能エネルギー導入促進部会(平成28年12月16日)

再生可能エネルギーの地産地消

(1)部会について

(2)検討会の審議事項について

(3)スマートコミユニティ及ぴパイオマスエネルギー事業
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田中副会長
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関係人

浦方委員
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(1)第 1 回部会における議論の整理

(2)新電力事業

(3)自治体が取り組むエネルギーの地産地消

(4)意見交換

(5)中間取りまとめに向けて

閥三基

欄中央環境

IGES

総北九州パワー

NEC

第3回再生可能エネルギー導入促進部会(平成29年3月14日)
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劇)第2回部会における議論の整理

(2)地域資源と地域の振興(自然エネルギーの恵みで地域づくり)

(3)地域燃料の賦存量と供給見通し

(4)長崎市のバイオマス資源の利用状況

(5)スマートエネルギー事業と地域エネルギー事業への取組み

(6)意見交換

(フ)中間取りまとめ(案)
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第4回再生可能エネルギー導入促進部会(平成29年5月9白)
長崎市におけるパイオマス

(1)第3回部会における議論の整理

(2)三基バイオマスポイラ

(3)九艸1におけるバイオマス

(4)長崎市におけるエネルギー消費量

(5)意見交換

(6)最終報告に向けて

第5回再生可能エネルギー導入促進部会(平成 29年7月25日)

報告書まとめ

(1)第4回部会における議論の整理

(2)意見交換

(3)最終報告(案)
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0長崎市地球温暖化対策実行計画協議会条例

(設置)

第1条地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第卞17号。以下 B去」という。)第22条第

1項の規定に基づき、長崎市地球温暖化対策実行計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平28条例41・一部改正)

(組織)

第2条協議会は、委員30人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

n)市職員のうち、市長が定める臓にある者

(2)関係行政機関の職員のうち、市長が定める職にある者

(3)関係地方公共団体の臓員のうち、市長が定める職にある者

(4)法第37条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進員

(5)法第38条第Ⅱ頁に規定する地球温暖化防止活動推進センターの役員又は臓員

(6)本市に事務所又は事業所を有する事業者 C去人にあつては、当該法人の役員又は職員)

(フ)市民

(8)産業関係団体を代表する者

(9)教育関係団体を代表する者

UO)市民活動団体を代表する者

門力環境関係団体を代表する者

02)学識経験のある者

3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法によの、これを行うものとする。

(平27条例40・平28条例41・平29条仮止13・一部改正)

平成21年3月23日

条例第4号

改正平成23年7月村日条例第20号

平成27年9月30日条例第40号

平成27年12月28日条例第56号

平成28卸9月26田条例第41号

平成29年3月23日条例第13号

.

(任期)

第3条委員の任期は、 2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第,号から第3号までに掲げる者のうちから任命され、又は委嘱された委員が、その臓を
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.

離れたときは、前2項に定める任期中であつても、当該委員の任命又は委嘱は解かれたものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、任命又は委嘱の際現に委員である者の任期満了

の日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超えない期間とすることができる。

(平27条例40 ・平29条仮止13 ・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条協議会に会長及ぴ副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなけれぱ、会議を開くことができ恋い。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところにょ

る。

(関係人の出席)

第6条協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことがで

きる。

(部会)

第7条協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長がこれを指名する。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、当該部会における寄議の経過及び結果を協議会に報告しなければな

らない。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名する者がそ

の職務を代理する。

6 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中件謂議会」とあるのは

「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条協議会の庶務は、環境部において処理する。

(平23条例20・平27条例56・一部改正)

(委任)

第9条この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要尽事項は、会長が協議会に諮つて定める。

附則抄

紡極行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
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(準備行為)

2 公募の方法による委員の選任に関し必要恋手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成23年7月れ日条例第20号)抄

紡極行期日)

1 この条例中第1条及ぴ次項から附則第12項までの規定は平成23年8月1日から、第2条の規定は平

成24年4月1日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月30日条例第40号)抄

紡価行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日条例第56号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月23日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定によの委嘱され、又は任

命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によの委嘱され、又は任命され

た委員等とみなす。
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